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こ 1該 当する□には、 レ印を記入してください。特定事業者以タトで白工参加される事業者の方は、 レ印の記入は不要です。

2「 速控年度」とは計画期附の前年度を、 「目標年度Jと は計画期間の最終年度をいいます。

3「 事美所等排出区分」とは、京都rI内の事家所専の事業活動のためのエネルギーの使用にやい発生する温宮効果ガスを、 「輸送車両lJF出区分Jと

は、自動車運送事業者については使用の本rWlの位置を京都市内とする車両の排出する温室効果ガスを、鉄道目I栄者については保有する貨物車両又

は旅客車両の排出する温皇効果ガスを、 「そのlL排出区分Jと は、上記以外の京都府内における事業所等の事業活助にlFい発生する温■劾呆ガス

をいいます。
4「 竹記事項」には、平成2年度 (1990年 度)を 送準としたlJFu量の対比やエネルギー原単位C02排 出最、省エネ製品開発などlL者の温室効果

ガス排出削減への貢献、グリーン調連の採用、特定フロンなどの条例指定外の温宣効果ガスの削減などを記入してください。

特定事業者の

主たる業種 文化事業の実施及び公立文化施設の管理運営 (京都の音楽芸術文化の振興と地域文化の向上発展に寄与す

該当す る事業

者要件
″ 京都府地球温暖化対策条例施行規則第10条第1号該当事業者 (大規模エネルギー便用事業者 (原油に換

算 して1.500キロリットル以上))
京都府地球温暖化対策条例施行規則第10条第2号又は第3号該当事業者 (大規模運送事業者 (トラック又

はバス100台以上/タ クシー150台以上/鉄 道車両150両以上)
京都府地球温暖化対策条例施行規則第 10条 第4号該当事業者 (その他の温室効果ガスの大規模排出事
業者 (二酸化炭素 に換算 して3000ト ン以上))

戸

=

計 画 期 間 平成 18 年 4 月 平成  20 年 3 月

基 本 方 針 施設の管理運営上支障のない範囲で,電 気 ・ガス等の使用量の肖」滅 ・節減に取り組む。
(前年度比 1パ ーセントの削減)

推 進 体 制 施設の運営主体である当財団と施設設置者 (京都市)と 連携 し,電 気 ガ ス等の使用量の削減 ・師顔に同けた取組

年度 ごとの具

体的な取組及
び措置

」

18～ 19 会館 施設の稼働率を向上させつつ 前 年度比 1パ ーセントの使用量の削減を目指す。

取題事例 1不要を照明の消灯励行.省 エネルギー部品への変換尊

品室効果ガス

の排出量等 排出区分

基宰午皮 (夫偵,

(平成 17)年 度
(こ酸化炭素換算 (t))

日凛年度 (計回,

(平成 19)年 度
(二酸化炭斉挨算 (t))

目」扱 挙

(計 画 )

(%)

A事 業所等排出区分 351't 3326 t
ヤJ、← %

B輸 送車両排出区分 t t %

Cそ の他排 出区分 t t %

排出合計 ・1       ま 377t Ⅲ2             3.326 t ―S、今 %

その他の地球
温暖化対策に

よる温室効果
ガスの削減量

等

対策等の区分
目標年度 (計画)

(二酸化炭素換算 (t)

森林の保全及び整備 (整備面積) (吸収畳) t

府肉屋 の木材 の利用 (利用量) m' (削減畳) t

自然エネルギーを利用 した電
力又は熱の供給

(売電量) (削減畳) t

(無供給控) (削減重) t

グ リー ン電刀 の賠入 (購入皇) lvh (削減畳) t

削減量等合計 卓3 t

差引排 出量

0'出合計―削減尊合計)

基準年度 (実績) 目標年度 (計画) 削減率 (計画)

ネ 1 3517t 〔,2)―(,D         3326 0  t ―i 午 %

特 記 事 項
公立文化施設として 稼 働率を向上させる取組とともにご利用されるお客様のご理解とご協力を得ながら削減 節

滅に
つとめます。
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